
広報まえばし作成業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 趣 旨 

市民にとって読みやすく親しみやすい広報紙を作成するため、プロポー

ザル方式により、適切な業務遂行能力を有した委託事業者を選定すること

を目的とします。また、このプロポーザルにより選考された事業者は、議

会だより等の選定業者にもなるものとします（契約は別途）。 

 

２ 業務内容 

広報まえばし発行に係る、企画・デザイン・編集・印刷・配送等 

詳細は別紙、令和７年度広報まえばし作成業務委託仕様書（以下「仕様

書」）を参照してください。 

 

３ 年間委託料 

５２，３５０千円（消費税及び地方消費税を含む）を契約上限額としま

す。 

 

４ 契約期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

（令和７年５月号から令和８年４月号）月１回発行、全１２回（ただし、

前橋市広報紙発行規則及び前橋市広報紙の発行手続に関する規程に基づ

く号外発行、同規則並びに同規程の改廃等により発行回数が変更された

場合はその変更に従う） 

 

５ 応募資格 

  次に掲げる条件をすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できること

とします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者で

あること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による本市の入札

参加制限を受けていない者であること。 

（３）本市の令和６・７年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請

を行い、資格の認定を受けており、かつ、大分類に「印刷・製本」、小

分類に「オフセット印刷」が含まれていること。 

（４）自治体が発行する広報紙（月１回以上発行・４色刷り）の作成業務委



託を１２か月以上連続して受託した実績があること。 

（５）前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）に規定する

暴力団員等（地方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号の規定に該

当する者を除く。）でないこと。 

（６）企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、

前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第２条又は前橋市建設工事

等暴力団排除対策措置要綱第２条の規定による指名停止期間中の者で

はないこと。 

（７）前橋市内に本社若しくは本店又は本市との契約に当たり委任先として

登録している支社若しくは支店（営業所を含む。）を置くものであるこ

と。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てをしている者（会社更生法第１９９条第１項の規定による更生計画の

認可又は民事再生法第１７４条第１項の規定による再生計画の認可が

されている者を除く。）でないこと。 

 

６ スケジュール 

 （１）告示日：令和６年１２月１７日（火） 

 （２）説明会：令和７年１月２４日（金）午前９時３０分 

        市役所６階ＷＥＢ会議室 

応募を予定している事業者は事前に申し込みの上、参加してください。 

 申し込み：別紙「説明会参加申込書」を令和７年１月１０日（金）ま

でに、メールまたはファクスで。 

（３）質問受付期間：令和７年１月３０日（木）午後５時まで。 

メールまたはファクスで（電話不可）。 

様式は任意、回答は全社へメールでお知らせします。 

メールアドレス： shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp 

ファクス番号：０２７－２２４－１２８８ 

※質問を送付した場合、秘書広報課まで電話連絡をお願いします。 

（４）参加意思表示 令和７年２月４日（火）午後５時まで。 

以下の書類を秘書広報課へ提出してください。 

   ①応募申請書 

別紙「応募申請書」 

②提案広報紙（１０部） 



別紙「提案広報紙作成仕様書」により作成してください。 

③企画提案書（１０部） 

 Ａ４サイズで作成してください。 

・広報まえばしの編集方針 

   自治体の広報紙はどうあるべきか、どのような広報紙を作成す

れば効果的な広報を行うことができると考えるかなどを記載し

てください。 

・提出した提案広報紙の編集意図 

    作成にあたっての基本コンセプト及び工夫した点などについ

て記載してください。 

④業務実施体制申告書（１０部） 

 別紙「実施体制申告書」 

⑤見積書 

別紙「見積書」 

本委託契約は、各号の発行部数変動等に対応するため単価契約とし

ます。 

【デザイン単価】 

別紙仕様書の１０業務内容の①に要する経費。１ページの単価を記載

してください。 

【印刷単価】 

別紙仕様書の１０業務内容の①以外に要する経費。１ページの単価を

記載してください。記載に当たっては、カタログポケットを含まない単

価を併記すること。   

なお、印刷単価算出に際し、カタログポケットを要しない単価で議会

だより（年４回発行各号１２ページ）及び介護予防の輪（年１回発行８

ページ）も発行予定であることを考慮してください。 

（参考）広報まえばし年間委託料計算式 

（１４０ページ×デザイン単価×消費税）＋（５７，６９６，０００

ページ×印刷単価（カタログポケットへの出力及びデータアップロード

を含む）×消費税） 

   ⑥誓約書 

       別紙「誓約書」 

   ⑦法人定款、会社の概要がわかるパンフレット等 

   ⑧関連業務の実績及び契約書の写し 

（５）プレゼンテーション 



①日時：令和７年２月２０日（木）午前９時３０分から順次（時間は

別途連絡） 

②場所：市役所６階東会議室 

・説明者は１社３名以内とします。 

・１社につき１０分間で企画書、提案広報紙（見本）を説明してく

ださい。引き続き質疑応答となります。 

 

７ 事業者選定方法 

   前橋市で設定した評価基準に基づいて、提出された書類を客観的に公

平かつ厳正に評価を行い、評価点の最も高い者から契約交渉順位を示し

ます。 

   なお、結果は全ての応募者に文書により通知します。 

 

８ 契約 

（１）企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契

約内容及び金額は前橋市との交渉により、決定します。 

（２）優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次順位者と交渉する場

合があります。 

（３）業務により作成された成果品に関するすべての権利は前橋市に帰属

します。 

 

９ その他 

（１）この事業者選定に参加する費用は、すべて参加事業者の負担としま

す。 

（２）書類提出後の企画提案書等の修正及び変更は一切認めません。 

（３）提出された企画提案書等については、返却しません。 

（４）企画提案書等の著作権は提案者に帰属しますが、情報公開請求があ

った場合は、「前橋市情報公開条例」に基づき、提出書類を公開する場

合があります。 

（５）市が提供する資料は、この事業者選考に参加する目的以外の使用を

禁じます。また、資料については返却願います。 

（６）応募者及びその関係者が、審査に関して選考委員会の委員と接触す

ることを禁じます。接触の事実が認められた場合は失格となることが

あります。 

（７）令和７年度予算について、市議会で可決されなかった場合、もしく



は選考委員会でいずれの社も委託に相当しないと判断された場合は、

このプロポーザルに参加した事業者の中から業務委託を実施しない場

合もあります。 

 

 

          ●企画提案書等の提出・問い合わせ先 

          〒３７１−８６０１ 前橋市大手町二丁目１２−１ 

          前橋市役所総務部秘書広報課広報係 

          担当：加藤・小瀬 

          電話：０２７−８９８−６６４２（直通） 

          FAX：０２７−２２４−１２８８ 

          e-mail：shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp 


